
 

東京都市計画地区計画の変更（足立区決定） 

都市計画花畑五丁目地区地区計画を次のように変更する。  

名   称  花畑五丁目地区地区計画 
位   置 ※  足立区花畑三丁目、花畑四丁目、花畑五丁目及び花畑六丁目各地内 
面   積 ※  約 ２１．９ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、足立区の北東端、東武鉄道伊勢崎線竹ノ塚駅から北東約２㎞に位置し、都市計画一団地の住宅施設による広

場や区画道路、住宅が整備されている。地区の北側には毛長川が流れ、周辺には、花畑記念庭園、花畑公園、毛長公園等

の豊富な公園・緑地など良好な住環境が形成されている。 

足立区都市計画マスタープランにおいては、団地再生にあわせてまちづくりに貢献するよう誘導することが位置付け

られている。また、足立区地区環境整備計画では、地域の生活支援サービスの中心として公共交通を充実させ、商業施

設、子育て支援施設、高齢者支援施設などのコミュニティインフラを整備していく生活中心地として位置づけられてい

る。 

花畑団地周辺地区地区まちづくり計画では、花畑団地の再生にあわせた、少子高齢化社会へ対応する生活支援サービ

スの充実による生活中心地の創出と、多世代が共に学び、集うまちづくり、豊かな緑の活用、多世代が住み続けられる

良質な住宅の供給により、身近に生活支援施設が充実した誰もが安心して生活できる緑豊かで賑わいあるまちづくりを

目指すこととしている。 

そのため、本地区では花畑団地の団地再生を適切に誘導し、既存の公共賃貸住宅ストックや建替えによる創出用地の

活用により、新たなファミリー層等の誘導に対応する質の高い住宅供給を行うとともに、多様な世代の生活を支える身

近な商業施設の整備により賑わいの創出を促進し、子育て・教育・高齢者サービス等の施設を整備し、周辺地域や足立

区全体に貢献する活力と魅力ある生活中心地の形成を図る。 

また、既存の緑のオープンスペースにより周辺の公園と緑のネットワークで結ばれた防災性の高い市街地の形成、花

畑地区景観ガイドラインに示された花畑らしいゆとりのある緑豊かで潤いのあるまちなみ景観の形成により、安全でゆ

とりある良好な住環境の形成を図る。 
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土地利用の方針 

本地区を大きく６つの地区に区分し、周辺市街地との調和に配慮しながら、各々の特性に応じた適正かつ合理的な土地

の有効利用を図る。あわせて、既存の緑のオープンスペースを活かした壁面後退部分における緑の創出による、緑豊かな

住環境の形成を図る。 
１ 住宅地区 

従前居住者の居住継続や新たな賃貸住宅需要に対応するため、住宅等の改善や既存の緑を活かしながら広場や緑道等

の屋外空間の再整備を図り、周辺環境と調和した住宅市街地を形成する。 
２ 生活関連施設地区Ａ 

生活中心地として、地域にサービスする子育て支援施設、高齢者支援施設等を誘導するとともに、新たなファミリー

層等の誘導に対応した複合住宅市街地を形成する。 
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土地利用の方針 

３ 生活関連施設地区Ｂ 

新たなファミリー層の誘導に対応するため、住宅地を整備するとともに、幹線道路沿道の低層階には商業施設等の整

備を誘導し、生活中心地と団地周辺商業地の賑わいが連続した市街地を形成する。 

４ 生活関連施設地区Ｃ 
生活中心地として、周辺商業地と調和した大規模小売店の商業核施設を誘導し、楽しく安心して買物できる身近な生

活支援サービスの中心となる市街地を形成する。 
５ 生活関連施設地区Ｄ 

子育て支援施設や住宅など、新たなファミリー層等の誘導に対応した市街地を形成する。 

６ 複合地区 

周辺住宅地や公園・毛長川などの環境資源と調和しながら、共に学び、集うまち、緑豊かなスマートなまち、安心な 

暮らしを共につくるまちづくりを目指し、賑わい・活性化のため多様なニーズに対応した複合市街地を形成する。 

地区施設の整備の方針 

地域住民の利便性・安全性と広域避難場所としての安全性を高めるため以下の施設を配置し、整備に際しては花畑地区

景観ガイドラインの趣旨に沿うものとする。 
１ 区画道路 

歩行者の安全性の確保及び防災性の向上を図るため、区画道路を配置する。 
２ 広場 

既存樹木の保全や新たな緑化に努めるとともに、地域の防災性の維持・向上、憩いの場・コミュニティ活動の場とし

て、敷地の一部に地域に開放された広場を配置する。 

３ 緑道 
既存樹木の保全や新たな緑化に努めるとともに、毛長川や地区内及び周辺の公園・緑を結び、緑の回廊を形成するた

め緑道を配置する。 
４ 歩道状空地 

安全で快適な歩行者空間を創出するため、区画道路等に沿った敷地の一部に歩道状空地を配置する。 
５ 貫通通路 

利便性の確保及び防災性の向上を図るため、貫通通路を配置する。 
６ 緑地 

歩行空間の快適性の向上、良好な住環境の形成を図るとともに、緑の回廊の形成に資するため、区画道路等に沿った

敷地の一部に緑地を配置する。 

建築物等の整備の方針 

１ 適正かつ合理的な土地の有効利用を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率・建ぺい率の最高限度及び

建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

２ 周辺市街地及び本地区の良好な住環境を担保するため、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度を定め

る。 

３ 周辺のまちなみとの調和に配慮するため、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩そ

の他の意匠の制限、及び垣又は柵の構造の制限を定める。 

４ 緑化を推進し良好な住環境を形成するため、建築物の緑化率の最低限度を定める。 
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道  路 

名称 幅員 延長 備考 名称 幅員 延長 備考 

区画道路１号※
  ６．５ｍ

（１１．０ｍ）
約１９０ｍ 拡幅 

区画道路１６号

※

 ８．５ｍ 

（１６．０ｍ）
約８５ｍ 

拡幅（ただし都 

市計画道路補助 

２５６号線を除く）

区画道路２号※
  ９．０ｍ

（１４．５ｍ）
約１０５ｍ 拡幅 区画道路１７号

３．０ｍ 

（６．０ｍ）
約１０５ｍ 既設 

区画道路３号※
  ５．０ｍ

（８．０ｍ）
約１００ｍ 拡幅 

区画道路１８号

※
１７．０ｍ 約３５０ｍ 拡幅 

区画道路４号※
  ４．０ｍ

（８．０ｍ）
約１５５ｍ 既設 

区画道路１９号

※
１０．０ｍ   約７０ｍ 新設 

区画道路６号※ １６．０ｍ 約１５５ｍ 拡幅 
区画道路２０号

※

 ６．０ｍ 

（１０．０ｍ）
約３３５ｍ 拡幅 

区画道路７号※   ８．０ｍ 約１００ｍ 既設 
区画道路２１号

※

４．０ｍ 

（８．０ｍ）
  約２５ｍ 既設 

区画道路８号※ １４．０ｍ 約１８０ｍ 拡幅 
区画道路２２号

※
１０．０ｍ 約１００ｍ 拡幅 

区画道路９号※
６．５ｍ 

(１３．０ｍ）
約１００ｍ 既設 

区画道路２３号

※
１０．０ｍ 約７０ｍ 拡幅 

区画道路１０号

※

９．０ｍ 

（１４．５ｍ）
約２３５ｍ 拡幅 区画道路２４号   ６．０ｍ 約６５ｍ 既設 

区画道路１１号

※

４．０ｍ 

（８．０ｍ）
  約６０ｍ 既設 

区画道路２５号

※
１０．０ｍ 約１５０ｍ 拡幅 

区画道路１２号   ６．０ｍ 約１１５ｍ 既設 
区画道路２６号

※

  ６．０ｍ

（１０．０ｍ）
約１８５ｍ 拡幅 

区画道路１３号

※
  ８．０ｍ 約１０５ｍ 既設 

区画道路２７号

※

  ７．５ｍ

（１４．０ｍ）
  約３５ｍ 拡幅 

区画道路１４号

※

  ９．５ｍ

（１６．０ｍ）
約１２０ｍ 拡幅 

区画道路２８号

※
１２．０ｍ   約４５ｍ 拡幅 

区画道路１５号

※
１７．０ｍ 約１１０ｍ

拡幅（ただし都 

市計画道路補助 

２５６号線を除く）

区画道路２９号

※

５．５ｍ 

（９．５ｍ）
  約８０ｍ 拡幅 

幅員の（ ）内は全幅員を表す 

広  場 名称 面積 備考 名称 面積 備考 

広場１号 約１００㎡ 新設 広場５号     約５６０㎡ 既設 
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広  場 
広場２号 約２，０００㎡ 新設 広場６号 約３，６１０㎡ 既設 

広場３号 約２，１４０㎡ 既設 広場７号 約１，１６０㎡ 既設 

広場４号 約２，１３０㎡ 既設  

その他の 
公共空地 

名称 幅員 延長 備考 名称 幅員 延長 備考 

緑道１号 ３．０ｍ 約２５ｍ 新設 緑道６号 ３．０ｍ 約１１０ｍ 新設 
緑道２号 ３．０ｍ 約２０ｍ 新設 緑道７号 ３．０ｍ 約１００ｍ 新設 
緑道３号 ３．０ｍ 約３５ｍ 新設 緑道８号 ８．０ｍ 約５０ｍ 新設 
緑道４号 ３．０ｍ 約４０ｍ 新設 緑道９号 ８．０ｍ 約１００ｍ 新設 
緑道５号 ３．０ｍ 約１６０ｍ 新設  
名称 幅員 延長 備考 名称 幅員 延長 備考 

歩道状空地１号 ２．０ｍ 約２６０ｍ 新設 歩道状空地９号 ２．０ｍ 約１２０ｍ 新設 

歩道状空地３号 ２．０ｍ 約１１５ｍ 既設 歩道状空地１０号 ２．０ｍ 約１００ｍ 新設 

歩道状空地４号 ２．０ｍ 約１６０ｍ 新設 歩道状空地１１号 ２．０ｍ 約１００ｍ 新設 

歩道状空地５号 ２．０ｍ 約１６０ｍ 新設 歩道状空地１２号 ２．０ｍ 約１００ｍ 新設 

歩道状空地６号 ２．０ｍ 約７０ｍ 既設 歩道状空地１３号 ２．０ｍ 約７０ｍ 新設 

歩道状空地７号 ２．０ｍ 約１１０ｍ 新設 歩道状空地１４号 ２．０ｍ 約７０ｍ 新設 

歩道状空地８号 ２．０ｍ 約１００ｍ 新設 

 名称 幅員 延長 備考 

貫通通路 1号 ６．０ｍ 約１６５ｍ 既設 

名称 面積 備考 名称 面積 備考 

緑地１号 約２９０㎡ 新設 緑地１３号 約２２０㎡ 新設 

緑地２号 約７０㎡ 新設 緑地１４号 約９５㎡ 新設 

緑地３号 約３５０㎡ 新設 緑地１５号 約１００㎡ 新設 

緑地４号 約１９０㎡ 新設 緑地１６号 約２４０㎡ 新設 

緑地５号 約１９０㎡ 新設 緑地１７号 約１９０㎡ 新設 

緑地６号 約１９０㎡ 新設 緑地１８号 約２４０㎡ 新設 

緑地７号 約１６０㎡ 新設 緑地１９号 約１９０㎡ 新設 

緑地８号 約１９０㎡ 新設 緑地２０号 約６０㎡ 新設 

緑地９号 約２３０㎡ 新設 緑地２１号 約１６５㎡ 新設 

緑地１０号 約１９０㎡ 新設 緑地２２号 約１５５㎡ 新設 

緑地１１号 約２４０㎡ 新設 緑地２３号 約９０㎡ 新設 

緑地１２号 約２３５㎡ 新設  

地区の区分
名 称 住宅地区 

生活関連施設地区

Ａ 

生活関連施設地区

Ｂ 

生活関連施設地区

Ｃ 

生活関連施設地区

Ｄ 
複合地区 

面 積 約１２．７ha 約１．６ha 約０．５ha 約１．４ha 約０．３ha 約５．４ha 
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建築物等の用途の 
制限※ 

    

次に掲げる建築物は建築してはならない。 

１ 大学、高等専
門学校、専修学校
その他これらに
類するもの 
２ 神社、寺院、教
会その他これら
に類するもの 
３ 公衆浴場 

１ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
第２条第１項第二号、第三号及び第五号に規定する「風俗
営業」を営むもの 
２ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 
３ ホテル又は旅館 
４ 工場（自家販売のために食品製造業（食品加工業を含
む。）を営むものを除く。） 
５ 畜舎（建築基準法施行令第１３０条の７に定める規模の
もの） 
６ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、
場外車券売場その他これらに類するもの 

１ 大学、高等専門
学校、専修学校そ
の他これらに類
するもの 
２ 神社、寺院、教
会その他これら
に類するもの 
３ 公衆浴場 

１ 神社、寺院、教
会その他これら
に類するもの 
２ 公衆浴場 

７ カラオケボックスその他これらに類
するもの 

７ １階から３階
部分を住宅、共
同住宅、寄宿舎、
下宿の用途に供
するもの。ただ
し、これらの用
途に供するもの
の出入口、階段
等についてはこ
の 限 り で は な
い。 

８ 店舗、飲食店そ
の他これらに類
する用途に供す
るもの。ただし、
その用途に供す
る部分が、１階か
つ床面積の合計
が５００㎡以内
で、建築基準法施
行令第１３０条
の５の３に規定
するものはこの
限りではない。 

８ 補助２５６号
線に面する１階
部分を店舗、飲食
店又は事務所以
外の用途に供す
るもの。ただし、
住宅、共同住宅、
寄宿舎、下宿の用
途に供するもの
の出入口、階段等
についてはこの
限りではない。 

建築物の容積率の 

最高限度※ 
１５／１０ ２０／１０ １５／１０ 

建築物の建ぺい率の

最高限度 
４／１０ ６／１０ ４／１０ 

建築物の敷地面積の

最低限度 

５００㎡ 

５００㎡ 

ただし、住宅（共同住宅は除く。）の場合

は、１００㎡ 

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第１３０条の４で定める公益上必要な建築物

はこの限りではない。 
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壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面からの距離は、以下の定めによらなければならない。 

１ 道路境界線、隣地境界線又は貫通通路境界線までの距離は、計画図３に示す数値以上とする。ただし、歩行者の安全

上設置する庇等公益上必要なもので、区長がやむを得ないと認めるものについてはこの限りではない。 

２ 計画図に表示のない部分の隣地境界線までの距離は、０．５ｍ以上とする。 

壁面後退区域における 

工作物の設置の制限 

計画図３により道路境界線又は貫通通路境界線からの壁面の位置が定められている区域には交通安全上必要な工作物

等を除き、工作物は設置してはならない。ただし、歩道状空地の区域以外の区域の植樹枡、花壇、生け垣、ベンチ、案内

板等又は電柱、照明その他公益上必要なものはこの限りではない。 

建築物等の高さの 

最高限度 
建築物等の高さの最高限度は計画図４のとおりとする。 

建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の

制限 

１ 建築物の屋根、外壁又は工作物等の色彩は、花畑地区景観ガイドラインに即したものとする。 

２ 表示し、又は設置する屋外広告物等（以下、「広告物等」という。）は、東京都屋外広告物条例（以下、この制限内に

おいて「条例」という。）に定める規定のほか、以下の基準に該当しなければならない。 
１）条例第１３条から第１７条までに規定する広告物等（自家用広告物、非営利広告物等）であること。 

２）光源が点滅しないこと。 

３）赤色光、露出した光源を使用しないこと。 

４）建築物の柱又は壁面に表示し、又は設置する広告物等は、表示面積を５０㎡以下とし、かつ、広告物等を表示し、

又は設置する柱又は壁面における各広告物等の表示面積の合計を当該壁面面積の１／１０以下とすること。 

５）建築物の屋上を利用する広告物等のうち広告塔及び広告板（以下「広告塔等」という。）は、次の基準に該当しなけ

ればならない。 

ア 建築物１棟につき、表示し、又は設置できる広告塔等の数量は２基までとし、表示面積の合計は１２０㎡以下と

すること。 

イ １面の表示面積は５０㎡以下とすること。 

ウ 上端までの高さは地上２５ｍ以下とすること。 

垣又は柵の構造の制

限 

道路又は貫通通路に面して設ける垣又は柵の構造は、生け垣又はフェンスとし、これらの併用はさまたげない。ただし、

コンクリートブロック造、レンガ造、鉄筋コンクリート造及びその他これらに類する構造の部分の高さが０．６ｍ以下の

ものについてはこの限りではない。 

建築物の緑化率の 
最低限度 

１２／１００  

ただし、２００㎡以上の敷地において「足立区緑の保護育成条例」に基づき敷地内に緑化する場合はこの限りではない。 

土地の利用に関する事項  
 

周辺の住環境に配慮しながら適正な土地利用を行うとともに、既存樹木の保全を図る。  
 

※は知事協議事項 
「区域、地区の区分、地区施設の配置、壁面の位置の制限及び建築物等の高さの最高限度は、計画図表示のとおり」 
理 由：「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の改正に伴い表記上の整合を図るため、地区計画を変更する。 


